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１．要 旨 

  パブリックコメント実施時の意見提出方法については、現在、窓口及び郵送での書面やフ

ァックス、電子メールとしているが、市民等の意見提出機会の拡充と利便性の向上を目的と

して、新たに電子申請システム（ＬｏＧｏフォーム）による提出方法を加えるため、「東大

和市パブリックコメント実施要綱」の一部を改正するものである。 

 

（１）主な改正点 

    第６条第２項第５号に「電子申請システムによる提出」を追加する。 

 

（２）施行日 

   令和４年１０月１日 

 

（３）影響及び効果 

   新たな意見提出方法を追加することで、市民等の意見提出機会の拡充と利便性の向上を

図ることができ、開かれた市政運営の推進に資することができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   令和４年６月 １日 ＬｏＧｏフォームの運用開始 

   令和４年９月２２日 電子申請システムによる提出方法の追加を決定（市長決裁） 

３．留意事項（問題点等） 

  要綱の一部改正に伴い、「東大和市パブリックコメント実施要綱解説」についても一部

改正を行う。 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

・庁議終了後、速やかに改正手続きを進めるとともに、実施機関に対して報告したい。 

・改正後、要綱及び要綱解説をグループウェアにて職員に周知する。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


